
第 116 回  学長定例記者会見 お知らせ事項１  

 

令和元年１２月１９日  

 

 

広島大学キャンパス全面禁煙について  
 

 

広島大学は，平成 31（2019）年 1 月に「広島大学キャンパス全面禁煙宣言」

を公表し，令和 2（2020）年１月からキャンパス内を全面禁煙とすることとし

ました。  

 

これまで，「ロードマップ」に従い，学生への禁煙補助薬の無料処方，学内で

の禁煙講演会の開催，周辺道路等での定期的パトロールの実施等の取組みを行う

とともに，学内の喫煙場所を段階的に削減してきましたが，１２月末をもって全

ての喫煙場所を廃止し，来年１月１日からキャンパス全面禁煙に移行します。  

 

 今後，広島大学構成員だけでなく，本学来訪者，地域の方々その他大学関係者

のご理解とご協力をいただきながら，「たばこの煙のない環境構築」を実現して

いきます。  

 
 

 

（参考）  

「広島大学キャンパス全面禁煙宣言」  

    「広島大学キャンパス全面禁煙に向けたロードマップ」  

                    （平成３１年１月２５日公表）  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【お問い合わせ先】  

広島大学  財務・総務室  総務グループ   担当：中山  

TEL: 082-424-6129 

E-mail: risk-anzen@office.hiroshima-u.ac.jp 

 



「広島大学キャンパス全面禁煙宣言」 

平成３１年１月２５日 

 

 広島大学は、未成年学生等や患者を含む多くの人々が集う公共性の高い場であること、及び受動

喫煙防止の重要性に鑑み、「たばこの煙のない環境構築」に向け、２０２０年１月から「キャンパス

内全面禁煙」とします。 

 

 喫煙行動が、人々の健康に重大な被害を及ぼすことは、科学的にも明らかになっています。特に青 

年期から長期にわたる喫煙習慣は、重大な疾病の要因にもなります。 

喫煙行動は、喫煙者のみならず、受動喫煙により非喫煙者の健康にも深刻な影響を及ぼします。望 

まない受動喫煙の防止は、ＷＨＯの「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」をはじめ国際的

な潮流となっており、平成３０年の健康増進法の一部改正でも、学校、病院等や行政機関における「原

則敷地内禁煙」を求めています。 

 また、教育機関として、未来を担っていく学生たちが、自らの健康や周囲の健康を意識し、喫煙習 

慣を持たずに、喫煙者は「卒煙」して、心身ともに健康な状態で本学から巣立って欲しいと考えます。 

 

 広島大学は、学生・生徒・児童・園児及び教職員、患者とその家族をはじめ多くの人々が集う公共 

性の高い場であること、及び受動喫煙被害を起こす可能性のある環境であることを重く受け止め、喫 

煙習慣のない心身ともに健康な卒業生・修了生を輩出すべく、たばこの煙のない快適で安全な教育・ 

研究・医療環境と職場環境を構築するため、「キャンパス内全面禁煙」を決定しました。 

 

在学生、教職員並びに病院利用者、本学来訪者、地域の方々その他大学関係の皆様のご理解とご協 

力をお願いいたします。 

 

「広島大学キャンパス内全面禁煙に向けたロードマップ」 

（ 参 考 ） 
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